
　　

と　き ３月４日㈰ ３月11日㈰ ３月18日㈰ ３月21日㈬ ３月25日㈰

内　科
藤 原 内 科

(☎㉔０７７０)

篠 田 医 院

(☎㉓２０２２)

村 木 内 科
胃 腸 科 医 院
(☎㉒１０１０)

か わ む ら
ク リ ニ ッ ク
(☎⑳１５０５)

えとクリニック

(☎㉕２５２５)

外　科
藤 井 産 婦
人 科 医 院
(☎㉒５５８８)

十和田第一病院

(☎㉒５５１１)

十 和 田 外 科

(☎㉒５１５１)

さ と る 整 形 外
科 ク リ ニ ッ ク
(☎㉑５８８５)

　 市　役　所　　☎㉓５１１１　
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献血にご協力を献血にご協力を市 民 相 談 の ご 案 内

※変更になる場合がありますので、お出かけ前に救急医療テレホン
　ガイド（☎㉒００９９）でご確認ください。休日のみ、当番医の
　情報をお伝えしています。
※祝日は内科医のみの当番日で、外科的処置の必要な場合は市立中
　央病院（☎㉓５１２１）をご利用ください。

と　　　き と　こ　ろ

３月４日㈰ 10：00～12：30 とうてつ駅ビル西口13：30～16：00

３月７日㈬ 10：00～12：00 丸井重機建設㈱
14：00～16：00 ㈱スーパーカケモ西金崎店

３月30日㈮
10：00～11：30 十和田市十和田湖保健センター
12：15～13：00 奥入瀬電子工業㈱
14：30～16：00 道の駅奥入瀬(ろまんパーク)

　　　　　　　３月23日㈮　十和田市保健センター
　　　　　　　①10：00　②11：15　③13：45　④15：00
　成分献血は、血液中の成分（血しょう・血小板）だけを献
血する方法で、採血に約１時間かかります。待ち時間を少な
くするため予約制にしていますので、ご希望のかたはお申し
込みください。
予約申し込み先　３月16日までに十和田市保健センター　　
　　　　　　　　（☎㉕１１８１）へ

■行政相談
　とき　本庁：３月５日㈪・19日㈪　13：00～15：00
　　　　支所：３月12日㈪　13：00～15：00
■交通事故相談
　相談希望者は青森県交通事故相談所に直接連絡し、
　日時を予約してください。
　相談日　毎週月～金曜日（土・日曜日、祝日は休み）
　　　　　　８：30～17：15
　連絡先　青森県交通事故相談所
　　☎０１７－７３４－９２３５(直通)
■法律相談（予約が必要）
　とき　３月28日㈬　13：00～15：00
　定員　10人（先着順）
※予約は３月20日午前８時30分から
　生活環境課(☎内線２２４)へ
■消費生活苦情相談
　とき　３月７日㈬　13：00～15：00
■人権相談
　とき　本庁：３月９日㈮・23日㈮　13：00～15：00
　　　　支所：３月６日㈫　13：00～15：00

３月の情報３月の情報

〰〰〰〰〰〰十和田警察署から地域の皆さんへ十和田警察署から地域の皆さんへ〰〰〰〰〰〰

成分献血

(いじめ､もめごと､相続など)

( 役所の仕事に対する苦情や意見 )

(訪問販売のトラブル､クーリング･オフの仕方など)

◆いずれも
　ところ　本庁新館１階市民相談室(生活環境課内)
　※支所はふるさと皆館２階で行います。
　問い合わせ先　生活環境課（☎内線２２２・２２４）

アピーくん

◆２月の休日当番医変更のお知らせ
　２月25日㈰　内科　阿部クリニック
　　　　　　　　　　(☎㉕１１２２）

違法駐車はやめよう！

■年金相談
　と　き　３月14日㈬　10：00～14：00
　ところ　本庁新館４階第４会議室
　問い合わせ先　国保年金課(☎内線２４４)
■４月の年金相談はお休みです
　　これまで毎月行われてきた年金相談は、社会保険事
　務所の都合により４月はお休みとなります。
　　相談・請求などでお急ぎのかたは、直接八戸社会保
　険事務所へお出かけください。
　開庁時間　平日　午前８時30分～午後５時15分
　問い合わせ先　八戸社会保険事務所
　　　　　　　　（☎０１７８－４３－７３６８）

　「くるま社会」も定着し、通勤やレジャーはもちろん、
「ちょっと、そこまで」の買い物にも自動車が使われ便利になっ
た一方で、駐車場があるにもかかわらず、違法駐車をする人が後
をたちません。
●違法駐車は迷惑駐車
これまでの違法駐車を見ると

▽人の家の前や雪で狭くなっている
　場所でも、平気で長時間駐車する。

▽団地やアパートなどで道路を駐車場代わりに使っている。
　など、周囲の人に本当に迷惑をかけている例が見られます。
　県警察では、このような違法駐車をなくすために、
　１月から３月までの３カ月間を「違法駐車取締強化月間」
に設定し、違法駐車の交通取締を強化します。
　　　　快適な交通環境を確保するため快適な交通環境を確保するため
　　　　　　　皆さんのご協力をお願いします　　　　　　　皆さんのご協力をお願いします。
　問い合わせ先　十和田警察署（☎㉓３１９５）

道路への雪出しは皆さんの迷惑になるのでやめましょう！！道路への雪出しは皆さんの迷惑になるのでやめましょう！！


